
第８９号議案

新城市災害派遣手当等に関する条例の一部改正

新城市災害派遣手当等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの

とする。

平成３０年９月３日提出

新城市長 穂 積 亮 次

新城市災害派遣手当等に関する条例の一部を改正する条例

新城市災害派遣手当等に関する条例（平成１７年新城市条例第６０号）の一部を次

のように改正する。

別表備考中「ホテル営業、旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

理 由

この案を提出するのは、旅館業法の一部改正に伴い、規定を整理するため必要があ

るからである。


